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第８章 環境保全措置 

本事業の環境影響評価では、大気質、騒音、振動、低周波音、悪臭、土壌汚染、人と自然との

触れ合いの活動の場、廃棄物・発生土及び地球環境の 9項目を選定し、評価を行った。 

いずれの項目についても評価の指針を満足するものと評価したが、さらなる環境保全対策を検

討・実施し、より一層の環境への影響の軽減を図る計画である。 

環境の保全のために講じることを予定している措置は、以下のとおりである。 

 

 

８-１ 施設の供用 

施設の供用においては、以下に示す環境保全対策を実施し、周辺環境への影響を極力低減す

る方針である。 

 

(１)大気質 

･回収したガラスびんは、建屋内で受入れ、保管、処理及び搬出を行うため、外部へ粉じんを

飛散させない。 

また、処理前後の保管は、必要に応じてシート等で粉じんの飛散防止に努める。 

･建屋内で特に粉じんが発生すると考えられる車両出入口は、必要に応じて散水を行う。 

･処理過程において粉じんの発生が懸念される機器には局所散水装置に加えて振動フルイ機、

振動フィーダー、選別機付近に屋内排気型の集塵機(バグフィルター型)を設置して粉じんの

飛散防止に努める。 

･事業関連車両は、整備・点検を適正に行うとともに、制限速度の遵守及びアイドリングストッ

プ、適正走行の周知徹底を図り、道路沿道等における大気環境への影響の低減に努める。 

･事業関連車両の運行に当たっては、可能な限り最新の自動車排出ガス規制適合車を使用する。 

また、今後、技術開発が進む電動化なども視野に入れ、可能な限り最新の技術動向を踏まえ

た自動車排出ガス対策を実施する。 

(２)騒音 

･プラント全体を建屋内に納める施設配置とし、設置する設備は低騒音型を使用する。 

･建屋壁面には、ALC板 100㎜を計画しているが、特に騒音の影響が大きくなると考えられる

建屋南壁面については、ALC板 125㎜を採用し、騒音の低減に努める。 

･設備機器、事業関連車両は、整備・点検、適正な運転管理を行うことにより、騒音の発生を

低減するよう努める。 

･荷下ろし・積込みは建屋内で行い、建屋の西側敷地境界には高さ 3ｍ、東側敷地境界には高

さ 2ｍの防音壁を設置する。 

･大きな騒音の発生が懸念される機器は、その発生を抑えた機器の採用や共振に留意する等の

対策を行う。 

･建屋構造の環境配慮として、「壁面及び天井の材質による透過損失」及び「クールファンか

らの回折効果」の影響が最も小さい案を採用する。 

･騒音に及ぼす影響を軽減するため、事業関連車両は、可能な限り幹線道路を使用し、生活道

路は通行しない。 
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また、廃棄物持込業者に対して、予め設定した走行ルートを通行するよう指示し、交通規

則の遵守、不必要なアイドリングの禁止等、運転者に適正走行の周知徹底を図る。 

･事業関連車両の走行が、特定の日や時間帯に集中することがないよう運行管理を行う。 

また、周辺道路で入場待機がないように管理を徹底する。 

･特に夜間及び早朝の事業関連車両の走行は、周辺環境への影響を考慮し、当初計画における

夜間から早朝にかけて走行する台数の約 20％を昼間へシフトする。 

･事業関連車両は、整備・点検、適正な運転管理を行うことにより、騒音の発生を低減するよ

う努める。 

(３)振動 

･設置する設備は、低振動型を使用する。 

･振動フルイ機やグリズリフィーダー等の振動の発生が懸念される機器は、強固な基礎や防振

スプリング等の適切な防振対策を施す。 

･設備機器は、整備・点検、適正な運転管理を行うことにより、振動の発生を低減するよう努

める。 

･大きな振動の発生が懸念される機器は、その発生を抑えた機器の採用や共振に留意する等の

対策を行う。 

･振動に及ぼす影響を軽減するため、事業関連車両は、可能な限り幹線道路を使用し、生活道

路は通行しない。 

また、廃棄物持込業者に対して、予め設定した走行ルートを通行するよう指示し、交通規

則の遵守、不必要なアイドリングの禁止等、運転者に適正走行の周知徹底を図る。 

･事業関連車両の走行が、特定の日や時間帯に集中することがないよう運行管理を行う。 

また、周辺道路で入場待機がないように管理を徹底する。 

･特に夜間及び早朝の事業関連車両の走行は、周辺環境への影響を考慮し、夜間から早朝にか

けて走行する台数の約 20％を昼間へシフトする。 

･事業関連車両は、整備・点検、適正な運転管理を行うことにより、振動の発生を低減するよ

う努める。 

(４)低周波音 

･プラント全体を建屋内に納める施設配置とし、設置する設備は低騒音・低振動型を使用する。 

･振動フルイ機やグリズリフィーダー等の振動の発生が懸念される機器は、強固な基礎や防振

スプリング等の適切な防振対策を施す。 

･設備機器は、整備・点検、適正な運転管理を行うことにより、低周波音の発生を低減するよ

う努める。 

･荷下ろし・積込みは建屋内で行い、建屋の西側敷地境界には高さ 3ｍ、東側敷地境界には高

さ 2ｍの防音壁を設置する。 

･大きな低周波音の発生が懸念される機器は、その発生を抑えた機器の採用や共振に留意する

等の対策を行う。 

(５)悪臭 

･廃棄物の受入から製品の保管の全てを建屋内で行い、施設は清掃を心掛け、必要に応じて防

臭剤・防虫剤を散布し、悪臭の漏えい防止に努める。 
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･自社の運搬車両等は、悪臭の漏洩を抑制するため、カバーを使用し、持ち込み業者について

も同様の対策を要請する。 

(６)人と自然との触れ合いの活動の場 

･事業関連車両は、整備・点検を適正に行うとともに、制限速度の遵守及びアイドリングストッ

プ、適正走行の周知徹底を図り、道路沿道等における大気環境への影響の低減に努める。 

･騒音及び振動に及ぼす影響を軽減するため、事業関連車両は、可能な限り幹線道路を使用し、

生活道路は通行しない。 

また、廃棄物持込業者に対して、予め設定した走行ルートを通行するよう指示し、交通規則

の遵守、不必要なアイドリングの禁止等、運転者に適正走行の周知徹底を図る。 

･事業関連車両の走行が、特定の日や時間帯に集中することがないよう、運行管理を行う。 

また、周辺道路で入場待機がないように管理を徹底する。 

･事業計画地内の導線管理を十分に行い、交通渋滞・事故防止に努める。 

(７)廃棄物 

･アルミ等のリサイクル可能なものはリサイクルを徹底して行い、その他の選別残渣は、すべ

て発注者へ返却する。 

･事務所より排出される紙類は、可能な限り再利用に努める。 

(８)地球環境 

･本事業において温室効果ガスの排出の小さい空調設備採用など、可能な限り省エネルギー型

機器の採用を検討する。 

･電力の調達は、現在も「実質的に二酸化炭素排出量がゼロ（CO2フリー）」の電力供給会社と

契約を行っており、事業計画地でも同様の活動を継続的に推進する。 

･事業関連車両は、整備・点検を適正に行うとともに、制限速度の遵守及びアイドリングストッ

プ、適正走行の周知徹底を図り、環境への影響の低減に努める。 

･設備機器、事業関連車両は、整備・点検、適正な運転管理を行う。 

･事業関連車両の走行が、特定の日や時間帯に集中することがないよう運行管理を行う。 

また、周辺道路で入場待機がないように管理を徹底する。 

 

８-２ 工事の実施 

工事の実施においては、以下に示す環境保全対策を実施し、周辺環境への影響を極力低減す

る方針である。 

 

(１)大気質 

･建設機械は、作業中での不要な空ぶかし等を禁止するとともに、工事関連車両はアイドリン

グストップの徹底を指導する。 

また、建設機械の稼働位置は、事業計画地周辺への影響を低減するよう配慮する。 

･建設工事時における粉じんの飛散防止のため、事業計画地の敷地境界には万能鋼板等(高さ

3ｍ)を設置する。 

･事業計画地内には適宜散水を行い、土砂の巻き上げや粉じんの飛散防止に努めるとともに事

業計画地外に出る車両は、出口においてタイヤを洗浄した後に退場する。 
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･建設機械が 1カ所に集中しないよう適切な配慮を行う。 

･建設機械の稼働は、短期に集中することのないよう適切な工事計画を立てるとともに、建設

機械は十分な点検・整備を行う。 

･工事関連車両の運行及び建設機械の稼働は、短期に集中することのないよう適切な工事計画

を立てるとともに、工事車両及び建設機械は十分な点検・整備を行う。 

･工事関連車両は、可能な限り幹線道路を使用し、生活道路は通行しない。 

 また、運行効率の向上、過積載の禁止、走行速度の徹底等工事関係者に指導する。 

･工事関連車両の運行に当たっては、可能な限り最新の自動車排出ガス規制適合車を使用する

よう工事関係者に呼びかけるほか、急発進、急加速を避けるなどのエコドライブを指導する。 

(２)騒音 

･建設機械は、低騒音型の機械を使用するとともに、工法及び作業時間帯への配慮を行う。 

･建設機械の稼動は、短期に集中しないよう適切な工事計画を立てるとともに、建設機械は十

分な点検・整備を行い、適正運行、適正稼働に努める。 

･事業計画地の敷地境界には、万能鋼板等(高さ 3ｍ)を設置することにより騒音による影響を

低減する。 

また、建設機械の稼働位置等は、事業計画地周辺への騒音の影響を低減するよう配慮する。 

･工事関連車両の運行は、短期に集中しないよう適切な工事計画を立てるとともに、工事関連

車両は十分な点検・整備を行い、適正運行、適正稼働に努める。 

･工事関連車両の駐停車時はアイドリングストップの徹底を指導する。 

(３)振動 

･建設機械は、低振動型の機械を使用するとともに、工法及び作業時間帯への配慮を行う。 

･建設機械の稼動は、短期に集中しないよう適切な工事計画を立てるとともに、建設機械は十

分な点検・整備を行い、適正運行、適正稼働に努める。 

･建設機械の稼働位置等は、事業計画地周辺への振動の影響を低減するよう配慮する。 

･工事関連車両の運行は、短期に集中しないよう適切な工事計画を立てるとともに、工事関連

車両は十分な点検・整備を行い、適正運行、適正稼働に努める。 

･工事関連車両の駐停車時はアイドリングストップの徹底を指導する。 

(４)土壌汚染 

･工事の実施に伴い、汚染土壌が確認された場合は、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン

(改訂第 4.2版)」(令和 6年 4月)第 6章「法対象外の基準不適合土壌の適正な運搬･処理に

ついて」に基づき、適正な対応を講じる。 

･事業計画地外へ土砂を搬出する場合は、関係法令を遵守し、適正に処理・処分を行う。 

(５)人と自然との触れ合いの活動の場 

･事業計画地内には適宜散水を行い、土砂の巻き上げや粉じんの飛散防止に努めるとともに

事業計画地外に出る車両は、出口においてタイヤを洗浄した後に退場する。 

･工事関連車両の運行及び建設機械の稼働は、短期に集中することのないよう適切な工事計

画を立てるとともに、工事車両及び建設機械は十分な点検・整備を行う。 

･工事関連車両は、可能な限り幹線道路を使用し、生活道路は通行しない。 

 また、運行効率の向上、過積載の禁止、走行速度の徹底等工事関係者に指導する。 
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･工事車両等の駐停車時はアイドリングストップの徹底に努めることとする。 

･交通法規の遵守は基より、事業計画地の出入り口へ交通誘導員を配置することにより、円滑

な交通と通行者の安全の確保に努める。 

(６)廃棄物・発生土 

･工事に伴う発生土は、可能な限り土量バランスを図り、削減する。 

･工事に伴い発生する建設廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に従

い、適正な分別・再利用・再資源化に努めるとともに、これらが困難な廃棄物は、「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律」に従い、適正な処理・処分を行うこととし、工事施工業者

に対する指導を徹底する。 

･建設廃棄物は、収集運搬、処理業者を厳選し、適正処理に努める。 

 また、運搬にあたっては、ダンプトラックに覆蓋をする等、堆積物の飛散防止を指導する。 

･建築資材は、可能な限り省梱包、無梱包とし、廃棄物の発生抑制に努める。 

･躯体工事で発生するコンクリート塊、鉄筋、仕上工事で発生する段ボール、金属類、石膏ボー

ドは、全て分別して排出する。 

(７)地球環境 

･工事関連車両の運行に当たっては、可能な限り最新の自動車排出ガス規制適合車を使用する

よう工事関係者に呼びかけるほか、急発進、急加速を避けるなどのエコドライブを指導する。 

･建設機械は、作業中での不要な空ぶかし等を禁止するとともに、工事関連車両等はアイドリ

ングストップの徹底を指導する。 

･工事関連車両の運行及び建設機械の稼働は、短期に集中することのないよう適切な工事計画

を立てるとともに、工事車両及び建設機械は十分な点検・整備を行う。 

･工事関連車両は、可能な限り幹線道路を使用し、生活道路は通行しない。 

 また、運行効率の向上、過積載の禁止、走行速度の徹底等工事関係者に指導する。 

 


